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会員 各位 

 

一般社団法人千葉県ＬＰガス協会 

 

 

新型インフルエンザ等災害対策本部の立ち上げについて（お知らせとお願い） 

 

 

 当協会は、政府の「緊急事態宣言」を受け、新型インフルエンザ等災害対策本部を立ち 

上げたことをお知らせするとともに次のことをお願いいたします。 

  

１ 会員は、新型コロナウィルスに被災した場合には、本部へ報告することとする。 

子細は、会報２２９号第１面のとおりとする。 

２ ＬＰガスは、生活に欠かせないエネルギ－事業者としてライフラインの一翼を担って

いるので、安定供給に努める責務を負っていることを認識しましょう。 

３ 本部は、新型コロナウィルス対策として次の方針を遵守しましょう。 

 

新型コロナウィルス対策基本方針 

 

 

１ 政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和2年3月28日）を 

遵守する。 

 

２ ３密を避ける。（「密閉」「密集」「密接」） 

 

３ 不要不急の外出をしない。 

 

４ 顧客と面談する業務（顧客勧誘業務等）は、行わない。 

  保安業務のうち、１号及び６号業務は感染防止対策を講じたうえで実施する。 

また、４号及び５号業務は、「消費者から拒否された場合」と同様、実施できなかっ

たことを必ず記録に残してください。 

※ なお、法定業務は、免除されていないので収束次第、実施する。 

 

５ ＬＰガス安定供給事業は、継続する。（我々は、ライフライン事業者である。） 

 ・配送（輸送）に係る従業員、車両、貯蔵施設、事務所の衛生管理に努める。 

 ・お客様先、供給設備、貯蔵設備に触れる場合には、直接触れない。 

・手袋・マスク着用、手洗い励行等衛生管理を行う。 

 ・自社が被災した場合の配送の準備をする。 


